
 

大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校 教育課程の編成方針、卒業の認定に関する方針 
 

 

 

大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校では、学則で「医療・保育・福祉並びにこれらのビジネスに関係する 

教育を施し、人格の陶冶を行い、もって有為な医療・保育・福祉・関連産業従事者を育成することを目的と 

する。」と定めています。この目的を実現するため、以下の方針に基づき、教育課程を編成し、その要件を 

満たした学生に卒業を認定致します。 

 

                                                                               

                           

 

                                         

                           

                        

                            

 

 

 


